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　「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」を利
用すると、自宅や事業所などにいながらインター
ネットを使って、所得税や法人税、消費税、酒税な
どの申告をはじめ、全税目の納税や申請・届け出な
どの手続きができます。このほか、①最高5,000円
の税額控除が受けられる②源泉徴収票などの添付
書類が不要③還付が早いなどの利点があります。

　なお、利用する人は、税務署への届出書の提
出や、一定の条件を満たした電子証明書の取得
などが必要です。

※詳細は、e-Taxホームページ（http://www.
　e-tax.nta.go.jp）またはヘルプデスク☎
0570-015901へ。
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住
宅
ロ
ー
ン
控
除
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を
所
得
税

か
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引
き
き
れ
な
い
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は
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・
県
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税
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ら
控
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住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
）
を
受
け
て
い
る

人
の
中
に
は
、
税
源
移
譲
に
よ
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て
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得
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が
減
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と
な
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、
同
控

除
を
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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こ
で
、

所
得
税
か
ら
引
き
き
れ
な
か
っ
た

額
を
翌
年
度
の
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・
県
民
税
か
ら

控
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る
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
し

た
。

　

な
お
、
こ
の
措
置
の
適
用
を
受

け
る
た
め
に
は
、
毎
年
「
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
対
象
＝
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
人
。

①
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て

い
る
人
（
平
成
11
年
か
ら
同

18
年
ま
で
に
入
居
し
た
人
に

限
る
）。

②
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額

が
、
平
成
19
年
分
の
所
得
税

額
を
超
え
て
い
る
人
。

■
計
算
方
法
＝
下
図
参
照
。

■
申
告
書
の
提
出
期
限
＝
３
月
17

日
㊊
ま
で
。

■
申
告
書
の
提
出
方
法

●
確
定
申
告
を
し
な
い
人…

申
告

書
に
年
末
調
整
済
み
の
源
泉
徴

収
票
を
添
え
て
、
今
年
１
月
１

日
に
居
住
し
て
い
た
市
町
村

（
本
市
の
場
合
は
、
本
庁
・
市

民
税
課
、
各
支
所
・
総
務
振
興

課
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
確
定
申
告
を
す
る
人…

税
務
署

で
確
定
申
告
を
す
る
際
に
申
告

書
も
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※

・
注…
申
告
書
は
、
昨
年
12
月

下
旬
に
対
象
者
の
事
業
所
へ
送

付
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
役

所
本
庁
・
市
民
税
課
ま
た
は
各

支
所
・
総
務
振
興
課
、
天
草
税

務
署
、
市
・
県
民
税
の
各
申
告

会
場
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き

ま
す
。

※

税
源
移
譲
に
よ
る
市
・
県
民
税 

の
減
額
や
還
付
に
つ
い
て
の
詳

細
は
、本
庁
・
市
民
税
課
市
民
税

係
☎
㉓
１
１
１
１
内
線
１
１
４

５
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
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□減額措置が適用される人のイメージ

税源移譲前 税源移譲後

所得税額所得税額
住宅ローン住宅ローン
控除可能額控除可能額

□市・県民税の住宅ローン控除額の計算方法

※

・
注
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所得税額所得税額

所得税額
住宅ローン
控除可能額

住宅ローン
控 除 額
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所得税から控除しきれなかった住宅ロー
ン控除額を翌年度の市・県民税から控除

『
天
草
宝
島
国
際
交
流
会
館
ポ
ル
ト
』オ
ー
プ
ン
！

ｅ‐ｅ‐ＴａＴａｘを利用して確定申告を！を利用して確定申告を！ｅ‐ｅ‐ＴａＴａｘを利用して確定申告を！を利用して確定申告を！ｅ‐Ｔａｘを利用して確定申告を！

❶住宅ローン控除可能額
❷税源移譲前の税率による所得税額
計算の結果が０以下のときは市・県民税の控除はできません。

控除額 －＝ 下の❶または❷のいずれか少ない額 平成19年分の所得税額

『
天
草
宝
島
国
際
交
流
会
館
ポ
ル
ト
』オ
ー
プ
ン
！

－ ＝ 所得税額所得税額
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控除しきれ控除しきれ
なかった額なかった額

－ ＝

所得税額が
減 少
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控除しきれ
なかった額

納付すべき
市・県民税額

市・県民税
住宅ローン
控除額

これまで所得税から控除できこれまで所得税から控除でき
た住宅ローン控除額が減少た住宅ローン控除額が減少
これまで所得税から控除でき
た住宅ローン控除額が減少

２
月
12
日
㊋
か
ら
利
用
予
約
の
受
け
付
け
を
開
始


